
 

記入対象者： 

本人給与収入：1,195 万円以下 

配偶者給与収入：201.6 万円未満 

配偶者控除 

所得金額調整控除 

記入対象者： 

本人給与収入：850 万円超 

・23 歳未満の扶養親族がいる 

・本人、配偶者、扶養親族に特別障害者がいる 

基礎控除 

記入対象者： 

本人給与収入：2,695 万円以下 

対象者とならない箇所は 

記入する必要はありません。 


